
 
福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

福
岡
県
知
事 

 

服
部 

誠
太
郎 

福
岡
県
規
則
第
四
十
号 

 
 
 

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
岡
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。 

第
八
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
公
金
の
徴
収
又
は
収
納
に
関
す
る
事
務
の
委
託
）
」
に
改
め
、
同
条

第
一
項
及
び
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。 

部
長
は
、
法
第
二
百
四
十
三
条
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
公
金
の
徴
収
又
は
収

納
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
と
き
は
、
委
託
の
内
容
及
び
徴
収
又
は
収
納
の
方
法
等
に
つ
い
て
、

会
計
管
理
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

公
金
の
徴
収
又
は
収
納
に
関
す
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
は
、
知
事
が
定
め
る
日
ま
で
に
そ
の

徴
収
し
、
又
は
収
納
し
た
歳
入
（
第
百
八
十
九
条
に
規
定
す
る
歳
入
歳
出
外
現
金
を
含
む
。
以
下
「

歳
入
等
」
と
い
う
。
）
の
内
容
を
示
す
計
算
書
（
当
該
計
算
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電

磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
を
知
事
に
提
出
し
た
上
で
、
知
事
が
定
め
る
日
ま
で
に
次
の
各
号

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
払
込
書
に
よ
り
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
又
は
収
納
代

理
金
融
機
関
に
払
い
込
む
方
法 

二 

会
計
管
理
局
長
が
認
め
る
払
込
書
に
代
わ
る
方
法
で
会
計
管
理
者
に
払
い
込
む
方
法 

 

第
八
十
五
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
等
） 

第
八
十
五
条
の
二 

公
金
の
徴
収
又
は
収
納
に
関
す
る
事
務
の
委
託
に
お
い
て
、
法
第
二
百
四
十
三
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
を
証
す
る

書
類
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

資
本
金
の
額
、
資
産
又
は
負
債
の
状
況
等
か
ら
財
政
的
基
盤
が
十
分
に
整
っ
て
い
る
こ
と
。 

 

二 

累
積
欠
損
が
な
く
、
か
つ
、
経
営
状
態
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

経
営
陣
の
体
制
、
業
務
に
対
す
る
十
分
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
業
務
精
通
者
の
確
保
が
十

分
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

 

四 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
等
の
業
務
執
行
体
制
が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

２ 

法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
金
の
徴
収
又
は
収
納
に
関
す
る
事
務
を
指
定

公
金
事
務
取
扱
者
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

委
託
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
部
長
は

、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
会
計
管
理
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

３ 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
は
、
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
五
項
又
は
第
六
項
（
同
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
委
託
又
は
再
委
託
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
当
該
委
託
又
は
再
委
託
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
実
を
証
す
る
書
類



を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
金
の
収
納
に
関
す
る
事
務
を
委
託
す
る

こ
と
が
で
き
る
歳
入
等
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

第
八
十
五
条
の
三
の
見
出
し
中
「
歳
入
」
を
「
公
金
」
に
、
「
収
納
の
」
を
「
収
納
に
関
す
る
」
に

改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
の
徴
収
又
は
収

納
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
場
合
に
お
い
て
、
会
計
管
理
者
は
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
検
査

を
行
わ
せ
る
た
め
、
会
計
管
理
局
又
は
公
金
の
徴
収
若
し
く
は
収
納
に
関
す
る
委
託
事
務
を
所
管
す

る
課
若
し
く
は
財
務
担
当
所
の
職
員
の
う
ち
か
ら
検
査
員
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
十
五
条
の
三
第
四
項
中
「
受
け
る
者
」
の
下
に
「
又
は
公
金
の
徴
収
若
し
く
は
収
納
に
関
す
る

委
託
事
務
を
所
管
す
る
課
若
し
く
は
財
務
担
当
所
の
長
」
を
加
え
る
。 

第
八
十
五
条
の
四
第
一
項
中
「
検
査
を
」
を
「
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
を
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
五
条
の
見
出
し
中
「
支
出
」
を
「
公
金
の
支
出
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

知
事
は
、
法
第
二
百
四
十
三
条
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
私
人
に
公
金
の
支
出

に
関
す
る
事
務
を
委
託
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
務
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
私
人
と
の
間

に
委
託
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
部
長
は
、
委
託
の
内
容
に
つ

い
て
会
計
管
理
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
五
条
第
二
項
中
「
支
出
」
を
「
公
金
の
支
出
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同

条
第
四
項
中
「
支
出
」
を
「
公
金
の
支
出
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。 

 

第
百
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
等
の
場
合
の
準
用
） 

第
百
五
条
の
二 

第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
八
十
五
条
の
三
並
び
に
第
八

十
五
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者

に
公
金
の
支
出
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

様
式
第
七
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 



様式第73号(第85条の3) 

(表) 

 第  号 

 

検 査 員 証 

 

    所 属 

    職 名 

    氏 名 

     上記の者は、地方自治法第２４３条の２第８項の規定による検査を行う者で

あることを証明する。 

 

    検査対象業務名 

    有効期間  年  月  日から  年  月  日まで 

                      発行 年 月 日 

   福 岡 県 会 計 管 理 者           印 

 

 

(裏) 

 

  1 この証は、検査の際は、必ず携帯し、関係者の請求があったときは、提示しなけ

ればならない。 

 

  2 この証は、他人に貸与してはならない。 

 

  3 この証は、期間が満了したときは、直ちに発行者に返還しなければならない。 

 

地方自治法抜粋 

第243条の2 

8 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査

しなければならない。 

 



 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
十
九
号
）
附
則
第
二
条
第
三
項
又
は

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
四
月
一
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
公
金
の
徴
収
若
し
く
は
収
納
又
は

支
出
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
て
い
る
者
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
に
な
お
従
前
の
例
に
よ

り
当
該
事
務
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
改
正
前
の
福
岡
県
財
務
規
則
第
八
十
五
条
か
ら
第
八
十
五

条
の
四
ま
で
及
び
第
百
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
改
正
前
の
福
岡
県
財
務
規
則
様
式
第
七
十
三
号
の
使
用
に
つ
い
て
も
、

同
様
と
す
る
。 

 


